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【手続補正書】
【提出日】平成27年4月6日(2015.4.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像の注目点におけるエッジの方向を判定するエッジ方向判定装置であって、
　エッジの方向の候補である複数の方向のそれぞれについて、注目点を通るその方向の直
線上に、同じサイズの領域であるｎ個（ｎは２以上の整数）のブロックを設定する設定手
段と、
　前記複数の方向のそれぞれについて、前記設定手段で設定されたｎ個のブロック間の画
像の類似度を算出し、類似度が最も高い方向を、前記注目点におけるエッジの方向として
判定する判定手段と、
を有し、
　前記設定手段は、所定方向に対する、エッジの方向の候補である前記方向の角度に応じ
て、ブロックのサイズを制御する
ことを特徴とするエッジ方向判定装置。
【請求項２】
　前記設定手段は、前記所定方向に対する角度が大きい方向について設定するブロックよ
りも、前記所定方向に対する角度が小さい方向について設定するブロックのほうが、前記
所定方向の長さが長くなるように、ブロックのサイズを制御する
ことを特徴とする請求項１に記載のエッジ方向判定装置。
【請求項３】
　前記所定方向は、画像の水平方向、垂直方向、及び、斜め方向のいずれかである
ことを特徴とする請求項１または２に記載のエッジ方向判定装置。
【請求項４】
　前記設定手段は、エッジの方向の候補である前記方向毎に、
　　その方向に対して設定するｎ個のブロックのうちの少なくとも１つのブロックについ
て、そのブロックの設定位置である前記直線上の位置における、前記所定方向の位置の変
化に対する画素値の変化の勾配を算出し、
　　勾配に応じて、前記設定するｎ個のブロックのサイズをさらに制御する
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のエッジ方向判定装置。
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【請求項５】
　画像の注目点におけるエッジの方向を判定するエッジ方向判定装置であって、
　エッジの方向の候補である複数の方向のそれぞれについて、注目点を通るその方向の直
線上に、同じサイズの領域であるｎ個（ｎは２以上の整数）のブロックを設定する設定手
段と、
　前記複数の方向のそれぞれについて、前記設定手段で設定されたｎ個のブロック間の画
像の類似度を算出し、類似度が最も高い方向を、前記注目点におけるエッジの方向として
判定する判定手段と、
を有し、
　前記設定手段は、エッジの方向の候補である前記方向毎に、
　　その方向に対して設定するｎ個のブロックのうちの少なくとも１つのブロックについ
て、そのブロックの設定位置である前記直線上の位置における、所定方向の位置の変化に
対する画素値の変化の勾配を算出し、
　　勾配に応じて、前記設定するｎ個のブロックのサイズを制御する
ことを特徴とするエッジ方向判定装置。
【請求項６】
　前記設定手段は、勾配が大きいときよりも、勾配が小さいときのほうが、前記所定方向
の長さが長くなるように、前記設定するｎ個のブロックのサイズを制御する
ことを特徴とする請求項４または５に記載のエッジ方向判定装置。
【請求項７】
　前記設定手段は、勾配が所定値以上の場合に、前記設定するｎ個のブロックのサイズを
第１のサイズとし、勾配が前記所定値未満の場合に、前記設定するｎ個のブロックのサイ
ズを前記第１のサイズよりも大きい第２のサイズとする
ことを特徴とする請求項６に記載のエッジ方向判定装置。
【請求項８】
　前記設定手段は、
　　前記設定するｎ個のブロックのうちの複数のブロックのそれぞれについて勾配を算出
し、
　　前記複数のブロックについて算出した複数の勾配の代表値に応じて、前記設定するｎ
個のブロックのサイズを制御する
ことを特徴とする請求項４～７のいずれか１項に記載のエッジ方向判定装置。
【請求項９】
　前記代表値は、前記複数の勾配の最大値である
ことを特徴とする請求項８に記載のエッジ方向判定装置。
【請求項１０】
　前記勾配は、ブロックの設定位置における画素値と、当該設定位置から前記所定方向に
所定距離離れた位置における画素値との差、及び、ブロックの設定位置における画素値と
、当該設定位置から前記所定方向の反対方向に所定距離離れた位置における画素値との差
のうち、大きい方の値である
ことを特徴とする請求項４～９のいずれか１項に記載のエッジ方向判定装置。
【請求項１１】
　前記ブロックは、前記所定方向に沿った長辺を有する矩形状の領域である
ことを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載のエッジ方向判定装置。
【請求項１２】
　インターレース画像信号を補間によりプログレッシブ画像信号に変換する画像処理装置
であって、
　請求項１～１１のいずれか１項に記載のエッジ方向判定装置と、
　前記エッジ方向判定装置で判定されたエッジの方向に基づいて、フィールド内補間によ
る補間画素を生成する補間画素生成手段と、
を有することを特徴とする画像処理装置。
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【請求項１３】
　画像の注目点におけるエッジの方向を判定するエッジ方向判定装置の制御方法であって
、
　エッジの方向の候補である複数の方向のそれぞれについて、注目点を通るその方向の直
線上に、同じサイズの領域であるｎ個（ｎは２以上の整数）のブロックを設定する設定ス
テップと、
　前記複数の方向のそれぞれについて、前記設定ステップで設定されたｎ個のブロック間
の画像の類似度を算出し、類似度が最も高い方向を、前記注目点におけるエッジの方向と
して判定する判定ステップと、
を有し、
　前記設定ステップでは、所定方向に対する、エッジの方向の候補である前記方向の角度
に応じて、ブロックのサイズが制御される
ことを特徴とするエッジ方向判定装置の制御方法。
【請求項１４】
　画像の注目点におけるエッジの方向を判定するエッジ方向判定装置の制御方法であって
、
　エッジの方向の候補である複数の方向のそれぞれについて、注目点を通るその方向の直
線上に、同じサイズの領域であるｎ個（ｎは２以上の整数）のブロックを設定する設定ス
テップと、
　前記複数の方向のそれぞれについて、前記設定ステップで設定されたｎ個のブロック間
の画像の類似度を算出し、類似度が最も高い方向を、前記注目点におけるエッジの方向と
して判定する判定ステップと、
を有し、
　前記設定ステップでは、エッジの方向の候補である前記方向毎に、
　　その方向に対して設定するｎ個のブロックのうちの少なくとも１つのブロックについ
て、そのブロックの設定位置である前記直線上の位置における、所定方向の位置の変化に
対する画素値の変化の勾配が算出され、
　　勾配に応じて、前記設定するｎ個のブロックのサイズが制御される
ことを特徴とするエッジ方向判定装置の制御方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の第１の態様は、
　画像の注目点におけるエッジの方向を判定するエッジ方向判定装置であって、
　エッジの方向の候補である複数の方向のそれぞれについて、注目点を通るその方向の直
線上に、同じサイズの領域であるｎ個（ｎは２以上の整数）のブロックを設定する設定手
段と、
　前記複数の方向のそれぞれについて、前記設定手段で設定されたｎ個のブロック間の画
像の類似度を算出し、類似度が最も高い方向を、前記注目点におけるエッジの方向として
判定する判定手段と、
を有し、
　前記設定手段は、所定方向に対する、エッジの方向の候補である前記方向の角度に応じ
て、ブロックのサイズを制御する
ことを特徴とする。
 
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の第４の態様は、
　画像の注目点におけるエッジの方向を判定するエッジ方向判定装置の制御方法であって
、
　エッジの方向の候補である複数の方向のそれぞれについて、注目点を通るその方向の直
線上に、同じサイズの領域であるｎ個（ｎは２以上の整数）のブロックを設定する設定ス
テップと、
　前記複数の方向のそれぞれについて、前記設定ステップで設定されたｎ個のブロック間
の画像の類似度を算出し、類似度が最も高い方向を、前記注目点におけるエッジの方向と
して判定する判定ステップと、
を有し、
　前記設定ステップでは、所定方向に対する、エッジの方向の候補である前記方向の角度
に応じて、ブロックのサイズが制御される
ことを特徴とする。
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